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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱臭工程を経ていないグリセリド組成物と、
　アルカリ白土と、
を接触させるアルカリ白土処理工程を含むことを特徴とする精製グリセリド組成物の製造
方法。
【請求項２】
　前記アルカリ白土処理工程が脱色工程であり、前記アルカリ白土処理工程の後に、さら
に脱臭工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の精製グリセリド組成物の製造方法。
【請求項３】
　前記脱臭工程は、１００～２６０℃の温度条件下にて行われることを特徴とする請求項
２に記載の精製グリセリド組成物の製造方法。
【請求項４】
　前記脱臭工程の後に、さらに再精製工程を含むことを特徴とする請求項２又は３に記載
の精製グリセリド組成物の製造方法。
【請求項５】
　前記再精製工程は、再脱色工程を含むことを特徴とする請求項４に記載の精製グリセリ
ド組成物の製造方法。
【請求項６】
　前記再脱色工程は、酸性白土と接触させることを特徴とする請求項５に記載の精製グリ
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セリド組成物の製造方法。
【請求項７】
　前記グリセリド組成物は、パーム油であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１
項に記載の精製グリセリド組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、精製グリセリド組成物及び該精製グリセリド組成物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、風味や安定性等、油脂の品質を向上させるための試みが種々行われている。油脂
の品質の低下には、様々な要素が関係している。例えば、３員環のエーテルであるオキシ
ラン構造は、化学的に不安定であるため反応性に富み、重合等の化学反応を起こしやすい
ことが知られている。このような化学反応が、油脂の品質の低下を引き起こす可能性があ
る。
【０００３】
　一部のグリセリド組成物には、かかるオキシラン構造を有するエポキシドの１種である
グリシドールの脂肪酸エステルから誘導される可能性がある３－クロロプロパン－１，２
－ジオールの脂肪酸エステルが極微量であるが存在する。３－クロロプロパン－１，２－
ジオールの脂肪酸エステルは、脂肪酸の遊離により、３－クロロプロパン－１，２－ジオ
ールを生じる可能性がある。３－クロロプロパン－１，２－ジオール及びその誘導体が高
濃度で存在すると健康に悪影響を及ぼすといわれている。しかし、長年にわたって摂取さ
れてきた植物油等の油脂中に存在する微量の３－クロロプロパン－１，２－ジオールが健
康に直ちに悪影響を及ぼすとは考えられず、また、３－クロロプロパン－１，２－ジオー
ルの摂取基準値等は定められていないものの、グリセリド組成物中におけるその存在を可
能な限り下げることが求められている。
【０００４】
　上記課題に対して、例えば特許文献１には、３－クロロプロパン－１，２－ジオール、
３－クロロプロパン－１，２－ジオールの脂肪酸エステル、グリシドール及びグリシドー
ルの脂肪酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも１種を含有し、及び／又は、ジグ
リセリドを３質量％以上含有するグリセリド組成物を、特定の温度条件にて脱臭処理等す
る方法が開示されている。この方法によれば、グリセリド組成物中のグリシドールの脂肪
酸エステルや３－クロロプロパン－１，２－ジオールの脂肪酸エステル等の含有量を低減
できる。
【０００５】
　このように、グリセリド組成物中の３－クロロプロパン－１，２－ジオール、及び３－
クロロプロパン－１，２－ジオールの脂肪酸エステルの含有量をより効果的に低減する方
法が検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－７４３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、３－クロロプロパン－１，２－ジ
オール、及び３－クロロプロパン－１，２－ジオールの脂肪酸エステルの少ない精製グリ
セリド組成物、及び該精製グリセリド組成物の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究した結果、脱臭工程を経ていないグ
リセリド組成物と、アルカリ性の白土（以下、「アルカリ白土」ともいう）と、を接触さ
せることで、精製グリセリド組成物中の３－クロロプロパン－１，２－ジオール、及び３
－クロロプロパン－１，２－ジオールの脂肪酸エステルの生成が抑制され、これらの含有
量が低減することを見出し、本発明を完成するに至った。具体的には、以下のようなもの
を提供する。
【０００９】
　（１）　脱臭工程を経ていないグリセリド組成物と、アルカリ白土と、を接触させるア
ルカリ白土処理を含むことを特徴とする精製グリセリド組成物の製造方法。
【００１０】
　（２）　上記アルカリ白土処理が脱色工程であり、上記アルカリ白土処理の後に、さら
に脱臭工程を含むことを特徴とする（１）に記載の精製グリセリド組成物の製造方法。
【００１１】
　（３）　上記脱臭工程は、１００～２６０℃の温度条件下にて行われることを特徴とす
る（２）に記載の精製グリセリド組成物の製造方法。
【００１２】
　（４）　上記脱臭工程の後に、さらに再精製工程を含むことを特徴とする（２）又は（
３）に記載の精製グリセリド組成物の製造方法。
【００１３】
　（５）上記再精製工程は、再脱色工程を含むことを特徴とする（４）に記載の精製グリ
セリド組成物の製造方法。
【００１４】
　（６）　上記再脱色工程は、酸性白土と接触させることを特徴とする（５）に記載の精
製グリセリド組成物の製造方法。
【００１５】
　（７）　上記グリセリド組成物は、パーム油であることを特徴とする（１）～（６）の
いずれかに記載の精製グリセリド組成物の製造方法。
【００１６】
　（８）　（１）～（７）のいずれかに記載の製造方法により得られることを特徴とする
精製グリセリド組成物。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、３－クロロプロパン－１，２－ジオール、及び３－クロロプロパン－
１，２－ジオールの脂肪酸エステルの少ない精製グリセリド組成物を得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について具体的に説明する。なお、本発明では、グリセリド組
成物は、グリセリンに脂肪酸が１～３個エステル結合したグリセリドを含むものであり、
油脂の主要成分であるトリグリセリド（トリアシルグリセロール）のほか、ジグリセリド
（ジアシルグリセロール）、モノグリセリド（モノアシルグリセロール）も含むものとす
る。また、動植物油脂由来のグリセリド以外の成分、例えば、植物ステロール、レシチン
、抗酸化成分、色素成分等が含まれてもよいが、９５質量％以上はグリセリドであること
が好ましい。
【００１９】
　（アルカリ白土処理工程）
　本発明の精製グリセリド組成物の製造方法は、脱臭工程を経ていないグリセリド組成物
と、アルカリ白土と、を接触させることを特徴とする。好ましくは、上記グリセリド組成
物の脱色工程がアルカリ白土を使用して行われる。
【００２０】
　［アルカリ白土（アルカリ性の白土）］
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　従来、グリセリド組成物中の色素等の除去のために、酸性白土が使用されてきた。しか
し、本発明者が鋭意研究した結果、酸性白土ではなくアルカリ性の白土（アルカリ白土）
を使用することにより、グリセリド組成物中の色素等の除去だけではなく、グリセリド組
成物中の３－クロロプロパン－１，２－ジオール（以下、３－ＭＣＰＤと称する）及び／
又は３－クロロプロパン－１，２－ジオールの脂肪酸エステル（以下、３－ＭＣＰＤの脂
肪酸エステルと称する）の生成が抑制され、これらの含有量の低減を効果的に実現できる
ことを見出した。
【００２１】
　この作用は明らかでないが以下のように推定される。脱酸工程までのいずれかの工程に
おいて、グリセリド組成物中に微量の塩素化合物が存在し、この塩素化合物がその後の脱
臭工程における加熱条件下で反応して３－ＭＣＰＤを生成すると考えられる。しかし、本
発明においては、アルカリ白土を使用したアルカリ白土処理工程を経ることにより、この
塩素化合物をアルカリ白土が効果的に吸着又は分解し、その結果、脱臭工程において生成
する可能性のある３－ＭＣＰＤの量を顕著に低減できるものと考えられる。このような塩
素化合物の吸着能もしくは分解能は、白土や酸性白土にはなく、アルカリ白土が有するも
のであるため、本発明の効果を奏するものと推定される。
【００２２】
　本発明の精製グリセリド組成物の製造方法で使用されるアルカリ白土とは、水中に白土
を添加した場合に、当該アルカリ白土を含む水溶液のｐＨがアルカリ性を呈する白土（す
なわち、アルカリ性の白土）であれば特に限定されるものではないが、ｐＨが８．５以上
を呈する白土が、塩素化合物に対する吸着能及び分解能が高いため好ましい。
【００２３】
　本発明の精製グリセリド組成物の製造方法で使用されるアルカリ白土としては、特に限
定されないが、例えば、下記の組成（単位：質量％）を有するものを使用できる。
　ＳｉＯ２　　（５０～６０）
　Ａｌ２Ｏ３　（１０～２０）
　Ｆｅ２Ｏ３　　（３～１０）
　ＭｇＯ　　　（２～９）
　ＣａＯ　　　（１～５）
【００２４】
　アルカリ白土処理工程において使用されるアルカリ白土の量は、グリセリド組成物中の
塩素化合物を有効に吸着もしくは分解し、精製グリセリド組成物中の３－ＭＣＰＤ及び／
又は３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの生成を抑制し、これらの含有量についての十分な低
減効果を得るために、グリセリド組成物の量に対して０．５質量％以上、０．６質量％以
上、０．７質量％以上、０．８質量％以上、であることが好ましい。
【００２５】
　アルカリ白土処理工程において使用されるアルカリ白土の量は、過大でなくとも、有効
にグリセリド組成物中の塩素化合物を有効に吸着又は分解し、精製グリセリド組成物中の
３－ＭＣＰＤ及び／又は３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの生成を抑制し、これらの含有量
を十分に低減できるため、グリセリド組成物の量に対して３．０質量％以下、２．９質量
％以下、２．８質量％以下、２．５質量％以下、であることが好ましい。
【００２６】
　アルカリ白土処理工程における条件は特に制限されず、通常の油脂の製造方法で使用さ
れる脱色工程の条件であってもよい。例えば、グリセリド組成物にアルカリ白土を加えた
後に、減圧下、８０～１５０℃で５～６０分間加熱してもよい。アルカリ白土処理工程を
終えた後は、ろ過等によりアルカリ白土を除去し、アルカリ白土処理されたグリセリド組
成物（脱色油）を得ることができる。
【００２７】
　グリセリド組成物と、アルカリ白土と、を接触させる方法は特に限定されず、例えば、
白土や活性炭で脱色工程を行った後に、アルカリ白土を用いて処理を行うこともできる。
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また、アルカリ白土処理工程（この工程が脱色工程であってもよい）においてアルカリ白
土以外の白土や活性炭を共存させて行うこともできる。また、ろ過器やカラムの中にアル
カリ白土を充填し、グリセリド組成物を通液させることによっても接触させることができ
る。
【００２８】
　［グリセリド組成物］
　本発明の精製グリセリド組成物の製造方法では、グリセリド組成物として、脱臭工程を
除く精製工程（例えば、脱ガム工程、脱酸工程、水洗工程等）を経た精製油を用いてもよ
い。脱臭工程を経ていないグリセリド組成物は、３－ＭＣＰＤ、及び／３－ＭＣＰＤの脂
肪酸エステルが生成していない点で好ましい。特に未精製の粗油、定法に従って精製され
た脱ガム油、脱酸油、もしくは脱色油が好ましく、脱酸油もしくは脱色油がより好ましい
。例えば、菜種油、大豆油、米油、サフラワー油、ぶどう油、ひまわり油、小麦はい芽油
、とうもろこし油、綿実油、ごま油、落花生油、フラックス油、エゴマ油、オリーブ油、
パーム油、ヤシ油等の植物油、これら２種以上を混合した調合植物油、又は、これらを分
別したパームオレイン、パームステアリン、パームスーパーオレイン、パームミッドフラ
クション等の食用分別油、これらの水素添加油、エステル交換油等のほか、中鎖脂肪酸ト
リグリセリドのような直接エステル化反応により製造された食用油を用いることができる
。なお、３－ＭＣＰＤ、及び／又は３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルは、部分グリセリドが
比較的多い油脂において多く発生する傾向にあることから、パーム由来の油脂、米油、エ
ステル交換油等を原料に用いることが本発明の３－ＭＣＰＤ、及び／又は３－ＭＣＰＤの
脂肪酸エステルの低減効果が高いという理由から特に好ましい。本発明のアルカリ白土処
理工程の前後の精製方法は、定法を用いることができる。具体的には、ケミカル精製（ケ
ミカルリファイニング）と、フィジカル精製（フィジカルリファイニング）とがあるが、
いずれの精製方法を用いてもよい。なお、前者のケミカル精製は、原料となる植物を圧搾
・抽出した原油が、脱ガム処理、脱酸処理、脱色処理、脱ろう処理、脱臭処理を経ること
で精製され、精製油となる。これに対し、後者のフィジカル精製は、パーム油やヤシ油等
にてよく行われている方法であり、原料となるパームやヤシ等を圧搾した原油が、脱ガム
処理、脱色処理、脱酸・脱臭処理を経ることで精製され、精製油となる。
【００２９】
　［精製グリセリド組成物中の３－ＭＣＰＤ及び／又は３－ＭＣＰＤの含有量の特定］
　本発明においては、上記のアルカリ白土処理工程により、精製グリセリド組成物中の３
－ＭＣＰＤ及び／又は３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの生成を抑制し、これらの含有量を
低減させることができる。精製グリセリド組成物中の３－ＭＣＰＤ及び／又は３－ＭＣＰ
Ｄの脂肪酸エステルの含有量は、ドイツ公定法（ＤＧＦ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９））の変法を用いて、これらを遊離３－ＭＣＰＤ換算量と
して特定する。
【００３０】
　具体的には、サンプル油脂を採取し、内部標準物質を加えた後、ナトリウムメトキシド
のメタノール溶液を加え、室温にて反応させ、エステルのけん化分解を行う。次いで、こ
れに酢酸を微量に含んだ臭化ナトリウム水溶液とヘキサンとを加えて混合した後、ヘキサ
ンを除去する。なお、この際に３－ＭＣＰＤ及び３－ＭＣＰＤ脂肪酸エステルが、全て遊
離３－ＭＣＰＤに変換される。その後、フェニルホウ酸で誘導体化し、ヘキサンにて抽出
し、ガスクロマトグラフ質量分析装置にて測定する。そして、ガスクロマトグラフ質量分
析装置の測定にて得られたクロマトグラムを用い、内部標準と３－ＭＣＰＤのイオン強度
を比較することで、油脂中の３－ＭＣＰＤ及び３－ＭＣＰＤ脂肪酸エステルの総量を遊離
３－ＭＣＰＤ換算にて算出する。
【００３１】
　なお、従来のドイツ公定法における測定試料の調製方法では、３－ＭＣＰＤ、３－ＭＣ
ＰＤの脂肪酸エステル、グリシドール、及びグリシドールの脂肪酸エステルが、全て遊離
３－ＭＣＰＤに変換される。このため、ドイツ公定法による測定値は、３－ＭＣＰＤ、３
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－ＭＣＰＤの脂肪酸エステル、グリシドール、及びグリシドールの脂肪酸エステルの合計
含有量の３－ＭＣＰＤ換算値となる。従って、かかる方法では、３－ＭＣＰＤ、及び３－
ＭＣＰＤの脂肪酸エステルのみの合計含有量を測定したい場合は、グリシドール及びグリ
シドールの脂肪酸エステルの含有量も含まれてしまうという問題があった。
【００３２】
　そこで、本発明者らが鋭意検討した結果、従来法のように、酢酸を微量に含んだ塩化ナ
トリウム水溶液を使用するのではなく、上記の通り、酢酸を微量に含んだ臭化ナトリウム
水溶液を使用することによってかかる問題を解決できることが見出された。従って、上記
のドイツ公定法の変法によれば、３－ＭＣＰＤ、及び３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルのみ
が遊離３－ＭＣＰＤに変換されるため、３－ＭＣＰＤ、及び３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステ
ルのみの合計含有量を３－ＭＣＰＤ換算値にて算出できる。
【００３３】
　（脱臭工程）
　本発明の精製グリセリド組成物の製造方法においては、上記アルカリ白土処理工程を経
たグリセリド組成物の脱臭工程を含んでもよい。この場合、上記アルカリ白土処理工程は
、グリセリド組成物の脱色工程に相当する。脱臭は、通常の油脂の製造方法で用いられる
１００～２６０℃の温度条件下で行ってもよく、より低い１００～２５０℃の温度条件に
て行ってもよい。脱臭工程において好ましい温度条件は１５０～２３０℃であり、より好
ましくは１８０～２２０℃である。通常の油脂の製造方法で用いられる温度条件よりも低
い温度条件下でグリセリド組成物の脱臭を行うことにより、精製グリセリド組成物中の３
－ＭＣＰＤ及び／又は３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの生成抑制効果、及びこれらの含有
量の低減効果が大きくなることが期待できる。
【００３４】
　脱臭工程におけるその他の条件は、特に限定されるものではないが、減圧又は水蒸気吹
込を行うことが好ましく、減圧及び水蒸気吹込を行うことがより好ましい。また、脱臭時
間は、１５～１５０分であることが好ましく、２０～１００分であることがより好ましい
。
【００３５】
　（再精製工程）
　本発明の精製グリセリド組成物の製造方法においては、上記脱臭工程を経た精製グリセ
リド組成物を再度精製してもよい。再精製工程は、前述の精製工程を行うことができ、例
えば、再脱臭工程、再脱色工程、又は再脱臭工程を含むことができる。特に、再脱色工程
を行うことが好ましい。再脱色工程において使用される白土としては特に制限されず、ア
ルカリ白土、酸性白土、又は、活性化処理を施されている酸性白土である活性白土等であ
ってもよい。
【００３６】
　再脱色工程の前の最初の脱色工程（アルカリ白土処理工程）において、グリセリド組成
物と、アルカリ白土と、を接触させていれば、精製グリセリド組成物中の塩素化合物の残
留量が十分に低減される。そのため、再脱色工程において使用する白土の種類に関わらず
、再脱色工程後の再脱臭工程において生成する可能性のある３－ＭＣＰＤの量を顕著に低
減できる。
【００３７】
　再脱色工程における条件は特に制限されず、再脱色工程の前の最初の脱色工程同様、通
常の油脂の製造方法で使用される条件であってもよい。例えば、精製グリセリド組成物に
白土を加えた後に、減圧下、８０～１５０℃で５～６０分間加熱してもよい。再脱色を終
えた後は、ろ過等により白土を除去し、再脱色油を得ることができる。
【００３８】
　再脱色工程後に得られた再脱色油を、さらに再脱臭してもよい。再脱臭工程における条
件は特に制限されず、最初の脱臭工程同様、通常の油脂の製造方法で使用される条件であ
ってもよい。
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【００３９】
　（本発明の製造方法により得られる精製グリセリド組成物）
　本発明の精製グリセリド組成物は、上述の本発明の精製グリセリド組成物の製造方法に
より得られることを特徴とする。本発明の精製グリセリド組成物によれば、精製グリセリ
ド組成物中の３－ＭＣＰＤ、及び３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの含有量が低減している
ことが期待できる。
【実施例】
【００４０】
　以下、本発明の実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの記載に何
ら限定されるものではない。
【００４１】
　下記条件にて、精製グリセリド組成物中の３－ＭＣＰＤ、及び３－ＭＣＰＤの脂肪酸エ
ステルの生成抑制効果、及びこれらの含有量の低減可能性の検討を行った。
【００４２】
＜白土処理工程おいて使用する白土の検討＞
　白土処理工程において使用する白土が、精製グリセリド組成物中の３－ＭＣＰＤ、及び
３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの生成抑制に対して及ぼす影響について検討した。
【００４３】
　（白土のｐＨの測定）
　イオン交換水２０ｇに、実施例において使用するアルカリ白土又は比較例において使用
する酸性白土を０．１ｇ加え、スターラーを用いて撹拌しながら、携帯型ｐＨメータ（機
種名：ＰＨ－８１、東京硝子器械株式会社製）を用いて、白土のｐＨを測定した。その結
果、酸性白土（製品名：Ｓｕｐｅｒ　Ａ、Ｗａｎｔｏｔｉｋ　Ｃｌａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
ｓ　Ｓｄｎ　Ｂｈｄ社製）のｐＨは６．０５であり、アルカリ白土（製品名：ＮＢ１４０
００、Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｌｅａｃｈ　Ｓｄｎ　Ｂｈｄ社製）のｐＨは９．５３だった。
【００４４】
　［比較例１］
　粗パーム油（３－ＭＣＰＤ換算量　０．０ｐｐｍ）に、粗パーム油の量に対して１質量
％の酸性白土（製品名：Ｓｕｐｅｒ　Ａ、Ｗａｎｔｏｔｉｋ　Ｃｌａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
ｓ　Ｓｄｎ　Ｂｈｄ社製）を添加し、減圧下、１１０℃で３０分間脱色した後、ろ過によ
り酸性白土を除去して、脱色油を得た。次いで、該脱色油に水蒸気を吹き込みながら、減
圧下、２６０℃で１時間脱臭処理し、比較例１の精製グリセリド組成物を得た。
【００４５】
　［実施例１］
　１質量％の酸性白土の代わりに、１質量％のアルカリ白土（製品名：Ｂｌｅａｃｈｉｎ
ｇ　Ｅａｒｔｈ、Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｌｅａｃｈ　Ｓｄｎ　Ｂｈｄ社製）を用いる以外は
、比較例１と同様の方法にて、実施例１の精製グリセリド組成物を得た。
【００４６】
　［実施例２］
　脱臭処理の温度を２３０℃とする以外は、実施例１と同様の方法にて、実施例２の精製
グリセリド組成物を得た。
【００４７】
　［比較例２］
　酸性白土の量を２質量％にする以外は、比較例１と同様の方法にて、比較例３の精製グ
リセリド組成物を得た。
【００４８】
　［実施例３］
　アルカリ白土の量を２質量％にする以外は、実施例１と同様の方法にて、実施例３の精
製グリセリド組成物を得た。
【００４９】
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　［実施例４］
　アルカリ白土量を２質量％にする以外は、実施例２と同様の方法にて、実施例４の精製
グリセリド組成物を得た。
【００５０】
　（定量法）
　精製グリセリド組成物中の３－ＭＣＰＤ、３－ＭＣＰＤ脂肪酸エステルの定量を、ドイ
ツ公定法（ＤＧＦ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９））の
変法に準拠して行った。この方法では、測定試料を調製する際に、３－ＭＣＰＤ及び３－
ＭＣＰＤ脂肪酸エステルが遊離３－ＭＣＰＤに変換されるため、３－ＭＣＰＤ及び３－Ｍ
ＣＰＤ脂肪酸エステルの総量を遊離３－ＭＣＰＤとして測定できる。
【００５１】
　比較例１～３及び実施例１～６におけるグリセリド組成物のサンプル１００ｍｇに、５
０μＬの内部標準物質（３－ＭＣＰＤ－ｄ５　２０μｇ／ｍＬ溶液）を加えた後、１ｍＬ
のナトリウムメトキシド溶液（０．５ｍｏｌ／Ｌ　メタノール）を加え、室温にて反応さ
せ、エステルのけん化分解を行った。次いで、これに酢酸を微量に含んだ３ｍＬの臭化ナ
トリウム水溶液（５０％）と３ｍＬのヘキサンとを加えて混合した後、ヘキサンを除去し
た。なお、この際に３－ＭＣＰＤ及び３－ＭＣＰＤ脂肪酸エステルが、全て遊離３－ＭＣ
ＰＤに変換される。その後、５００μＬのフェニルホウ酸水溶液（１２．５％）により誘
導体化し、２ｍＬのヘキサンにて抽出し、ガスクロマトグラフ質量分析装置にて測定した
。
【００５２】
　上記ガスクロマトグラフ質量分析装置の測定にて得たクロマトグラムを用い、内部標準
である３－ＭＣＰＤ－ｄ５と、３－ＭＣＰＤのイオン強度を比較することで、グリセリド
組成中の３－ＭＣＰＤ及び３－ＭＣＰＤ脂肪酸エステルの総量を遊離３－ＭＣＰＤ換算に
て算出した。
【００５３】
　（ＧＣ－ＭＳ分析条件）
　分析装置：島津製作所株式会社製、機種名：ＱＰ－２０１０
　カラム：製品名：ＨＰ－５ＭＳ、Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製（長さ３
０ｍ、径０．２５ｍｍ）
　カラム温度：６０℃（１分）～１２０℃（昇温速度１０℃／分）～１９０℃（昇温速度
６℃／分）～２８０℃（昇温速度２０℃／分）
　検出器：ＭＳ（ＥＩ，ＳＩＭモード）
　スプリットレス：１μＬ注入
　キャリアガス：Ｈｅ
【００５４】
　比較例１～２、及び実施例１～４における結果を表１に示す。以下、表中の「３－ＭＣ
ＰＤ換算量」は、遊離３－ＭＣＰＤ量に換算された、精製グリセリド組成物中の３－ＭＣ
ＰＤ、及び３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの総量を示す。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
　白土処理工程において、粗パーム油をアルカリ白土と接触させることにより、酸性白土
と接触させた場合と比較して、得られた精製グリセリド組成物中の３－ＭＣＰＤ、及び３
－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの総量（３－ＭＣＰＤ換算量）が、著しく低減することが確
認された（表１：実施例１～４）。また、白土処理工程の後の脱臭工程において、脱臭温
度条件が２３０℃である場合は、２６０℃である場合と比較して、３－ＭＣＰＤ、及び３
－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの総量（３－ＭＣＰＤ換算量）の低減効果が大きかった（表
１：実施例１～４）。
【００５７】
＜再脱色工程における白土処理の検討＞
　本発明における白土処理工程は脱色工程であってもよい。この場合、さらなる脱色工程
（すなわち再脱色工程）を設けることができる。そこで、白土処理工程（脱色工程）にお
いて使用する白土が、グリセリド組成物をさらに再脱色した場合に、精製グリセリド組成
物中の３－ＭＣＰＤ、及び３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの生成抑制に対して及ぼす影響
について検討した。
【００５８】
　［比較例３］
　比較例２で得た精製グリセリド組成物に対して、１．５質量％の酸性白土（水澤化学工
業株式会社製）を添加し、減圧下、１１０℃で２０分間、再脱色した後、ろ過により酸性
白土を除去し、再脱色油を得た。次いで、該再脱色油に水蒸気を吹き込みながら、減圧下
、２６０℃にて９０分間、再脱臭し、比較例３の精製グリセリド組成物を得た。
【００５９】
　［実施例５］
　実施例４で得た精製グリセリド組成物に対して、比較例３と同様の方法にて実施例５の
精製グリセリド組成物を得た。
【００６０】
　［実施例６］
温度を２４０℃とする以外は、実施例５と同様の方法にて、実施例６の精製グリセリド組
成物を得た。
【００６１】
　３－ＭＣＰＤ換算量の算出は、上記定量法の記載に従った。比較例３、実施例５及び６
における結果を表２に示す。
【００６２】
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【表２】

【００６３】
　粗パーム油を、脱臭工程の前において、アルカリ白土と接触させていると、得られた精
製グリセリド組成物を、再脱色工程においては酸性白土と接触させても、３－ＭＣＰＤ、
及び３－ＭＣＰＤの脂肪酸エステルの総量（３－ＭＣＰＤ換算量）が抑えられていた（実
施例５及び６）。
【要約】
３－クロロプロパン－１，２－ジオール、及び３－クロロプロパン－１，２－ジオールの
脂肪酸エステルの少ない精製グリセリド組成物、該精製グリセリド組成物の製造方法を提
供すること。
【解決手段】本発明の精製グリセリド組成物の製造方法は脱臭工程を経ていないグリセリ
ド組成物と、アルカリ白土と、を接触させるアルカリ白土処理を行う工程を含むことを特
徴とする。上記アルカリ白土処理工程は脱色工程であってもよく、上記アルカリ白土処理
工程の後に、さらに脱臭工程を含んでいてもよい。
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